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議会事務局職員出席者 
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審査案件 

１ 議案第１２７号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第６号） 

 

          午前１０時２０分 開  会 

○委員長（高橋幸晴） 皆さん、おはようございます。 

  心配されました台風１９号、本市には被害が無くて本当にホッとしたところだと思い

ます。農家の方も順調に刈りいれが今年は進んでおりまして、あとほんのわずか残って
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いる程度というふうに思っております。作柄も平年並みというようなことも聞いており

ますので、ただ米価だけが下がってしまって残念だなと思いますが、是非このあと対策

が図られると思いますので、農家の方々に本当に頑張ってもらいたいなと思います。 

只今から、企画産業常任委員会を開会いたします。 

本日の審査は、当委員会に付託された事件について、お手元に配付の日程表に従って

行ってまいります。課ごとに説明質疑を行い、討論表決につきましては最後に一括で行

うことといたします。なお、正確な会議録作成のため、発言する際は、委員長の許可を

得た後で、マイクのスイッチを入れてからお願いいたします。

 

○委員長（高橋幸晴） それでは、議案審議に入ります。 

議案第１２７号「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第６号）」を議題といたし

ます。 

始めに、企画部重点政策推進室所管の補正予算について当局の説明を求めます。小松

企画部長。 

○企画部長（小松英昭） 皆さん、おはようございます。 

それでは、今回の臨時議会に上程させていただいております企画部関係の補正予算に

つきまして、ご説明を申し上げたいというふうに思います。 

議案第１２７号「平成２６年度大仙市補正予算（第６号）」のうち、企画部重点政策

推進室所管の補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 

 資料No.２「平成２６年度大仙市補正予算書」の１０ページをお開き願います。また、

No.２－１「主な事業の説明書」は１ページとなりますので、併せてご覧いただきたいと

存じます。 

 今回の補正につきましては、現在南街区の整備工事に着手している大曲通町地区第１

種市街地再開発事業について、去る９月１８日の議員説明会にてご説明申し上げました

けれども、全国的な建設工事費の高騰に対し、国が単独で新たに上乗せ支援を行う「都

市・地域再生緊急促進事業」の採択に伴う交付金の増や、昨年度末に経済対策の一環と

して編成された、国の平成２５年度補正予算（第１号）の内示に伴う予算の前倒し措置、

さらには、業務委託等の契約締結に伴う事業費精査によりまして、本年度の再開発組合

に対する補助金額が増額となることから、早期に財源手当を行い、事業の推進を図るた

め、予算の補正をお願いするものでございます。 
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  補正予算の内容でありますけれども、歳出８款３項２目１１事業「市街地再開発事業

費」は、当初予算５億１７８万８千円に１億８，０３８万円を追加いたしまして、補正

後の予算額を６億８，２１６万８千円とするものであります。 

  財源についてでありますけれども、補正予算書は７ページ中段となります。歳入１４

款２項６目土木費国庫補助金は、２節都市計画費補助金に、国の上乗せ支援である「都

市・地域再生緊急促進事業費」５，７３５万４千円を含めまして、社会資本整備総合交

付金として１億１，８８６万７千円、それから、その下段となりますけれども、歳入１

５款２項７目土木費県補助金は、１節都市計画費補助金に、市街地再開発事業費補助金

といたしまして２，５６１万９千円、それから、８ページ下段となりますが、歳入２１

款１項６目土木債は、２節都市計画債に、市街地再開発事業債として２，８３０万円を

充当するものでございます。 

 市といたしましては、先の議員説明会でも申し上げましたとおり、平成２７年度中の

竣工に支障を来さないよう、関係機関と連携しながら事業の推進に努めてまいりますの

で、議員各位のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。以上で説明を終わります。 

○委員長（高橋幸晴） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、どうぞお願いいたします。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） この１億８千万というやつは、この前南街区のトータルで８億な

んぼのスライドしねばねっていう話あったっしべ、あの中の一つだという感覚で捉えて

いいのかな。 

○委員長（高橋幸晴） 小松部長。 

○企画部長（小松英昭） 武田委員のご質問にお答えいたします。 

  先般の議員説明会でこれからの、来年度の当初予算も含めましてご説明申し上げまし

たけれども、その中の一つのファクターとして、この１億８千万ほどの補正が入ってい

くということでございます。以上です。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ないようですので、これで重点政策推進室所管分について終了い

たします。 
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  つぎに、農林振興課所管の補正予算について、当局の説明を求めます。今野農林振興

課長。 

○農林振興課長（今野功成） それでは、議案第１２７号「平成２６年度大仙市一般会計

補正予算（第６号）」のうち、農林振興課所管分について、ご説明申し上げます。 

  資料№２の補正予算書と、あわせまして資料№２－１、主な事業の説明書により説明

させていただきます。なお、歳入予算につきましては、歳出予算の中の財源として説明

させていただきたいと思います。 

 それでは、資料№２の補正予算書（１０月補正）の９ページをお開き願います。 

 ６款 農林水産業費、１項 農業費、２目 農業総務費、６２事業 稲作経営安定緊急対

策資金保証料補給金は、６８１万６千円の補正をお願いするものです。補正の内容につ

きましては、資料№２－１、主な事業の説明書の２ページで説明させていただきます。 

  事業の目的ですが、今般、ＪＡ全農あきたにおける米の仮渡金が過去最低価格となっ

たことを受けまして、減収が見込まれる農業者等を対象に無利子の「稲作経営安定緊急

対策資金」を県が創設することになったことを受けまして、農家が貸付を受ける際に必

要となります秋田県農業信用基金協会等保証料を市が全額負担することにより、農業者

の負担軽減を図り、農業経営の安定化を図ることを目的としております。 

  事業の概要ですが、融資実行機関は、秋田おばこ農業協同組合等の融資機関でござい

ます。貸付対象者は、経営所得安定対策加入申請者、いわゆる生産調整の実施者であり

ます。貸付金は、米価の下落による減収見込み額で、貸付限度額は個人が５００万円、

農業法人等が２，０００万円であります。 

  貸付利率は１．６５％ですが、秋田県と融資機関がそれぞれ２分の１ずつ負担するこ

とから、農家の利子負担はございません。 

  貸付見込み額は５億６，８００万円を見込んでおります。金額の算定に当たっては、

県全体の融資枠に本市の面積割合を乗じたもので計算させていただいております。 

  融資に伴う保証料は０．５％でありまして、この保証料を市が全額負担いたしまして、

利子補給と併せて農家負担をゼロとして負担軽減を図るものでございます。 

  保証料の補給額は、６８１万６千円で、貸出の実行期間は、平成２６年１０月下旬か

ら来年３月末までを予定しております。償還期限は借入から３年以内であります。 

  なお、補正額の財源は、全額一般財源でございます。 

 次に、補正予算書の１１ページをご覧いただきたいと思います。 
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  １１款 災害復旧費、２項 農林水産施設災害復旧費、１目 農地農業用施設災害復旧費、

１０事業 農地農業用施設災害復旧事業費（単独分）は、１８７万９千円の補正をお願い

するものでございます。同じく１１事業 農地農業用施設災害復旧事業費（補助分）は、

１６，９３７千円の補正をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、主な事業の説明書の３ページで説明させていただきます。 

  事業の目的ですございますが、平成２６年８月２０日から２２日にかけましての豪雨

により被害を受けた農地・農業用施設の復旧を図るもので、事業の概要としては、(1)

単独分の１８７万９千円は、南外地域の農道巣ノ沢線を公共災害に申請するため、国の

災害査定に係わる測量及び設計費の補正をお願いするものであります。 

  また、(2)補助分の１，６９３万７千円は、同じく南外地域の農道巣ノ沢線の路肩決壊

に係わる復旧工事費として補正をお願いするものでございます。 

  なお、災害復旧国庫補助率は、農業用施設の場合通常６５％補助であることから、歳

入として国庫支出金１，１００万９千円を計上しておりますが、激甚災害の指定を受け

ておりますので今後補助率は高くなるものと見込んでおります。 

  また、市債としては、事業費から国庫補助金を除いた金額の９０％として、５３０万

円を計上しております。なお、この市債は、償還額の９５％が地方交付税に算入される

ものであります。 

 次に、６０事業 農地等災害復旧事業費補助金は、９２０万７千円の補正をお願いする

ものであります。内容につきましては、主な事業の説明書の４ページで説明させていた

だきます。 

  おなじく、平成２６年８月２０日から２２日の大雨に伴いまして、被害を受けた農地・

農業用施設の速やかな復旧を図るため、復旧に当たる農家負担の軽減と、経営の安定を

支援するものであります。 

  事業の概要ですが、事業要件として通常の災害の場合、事業費の２分の１補助で２０

万円を上限とさせていただいておりますが、今回の災害は激甚指定を受けた災害である

ため、補助率４分の３、上限額を３０万円として、復旧を支援するものであります。 

  補助対象とする災害は、大曲地域が１１箇所、南外地域が４５箇所の合わせて５６箇

所であります。種別としては農地が２０箇所、農業用施設が３６箇所であります。 

受益戸数は１０５戸で、事業費は１，４２９万９千円、補助金は９２０万７千円を予

定させていただいております。 
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  なお、補正額の財源は全額一般財源でございます。 

 次に、２目 林業施設災害復旧費、１０事業 林業施設災害復旧事業費（単独分）につ

きましては、３４６万５千円の補正をお願いするものであります。同じく１１事業 林業

施設災害復旧事業費（補助分）につきましては、２，４３７万７千円の補正をお願いす

るものであります。 

  内容につきましては、主な事業の説明書５ページで説明させていただきます。 

  農業用施設と同様に、８月の豪雨により被害を受けた林道を復旧し、機能の回復を図

るものでありまして、事業の概要は、①単独事業の小規模災害復旧費は、南外地域の林

道、松木沢線、松木沢支線、小荒沢線、上荒沢線の４路線の法面崩落、路面洗掘、側溝

埋没を復旧するもので、機械使用料、原材料費合わせて７４万２千円の補正をお願いす

るものでございます。 

  また、②の公共災害復旧事業として南外地域松木沢線の国の災害査定に係わる測量及

び設計費として、２７２万３千円の補正をお願いするものでございます。 

  ②補助事業の公共災害復旧費は、南外地域の松木沢線の法面崩落６６ｍの復旧を図る

ための工事費として２，４３７万７千円の補正をお願いするものです。補助率は、基本

補助率として５０％分で１，２１８万８千円を歳入予算に計上しておりますが、これに

つきましても甚災害の指定を受けておりますので今後補助率は高くなるものと見込んで

おります。 

また、市債として、事業費から国庫補助金を除いた金額の９０％分、１，０９０万円

を市債として歳入予算に計上しております。なお、この市債につきましても、償還額の

９５％が、後年度交付税算入されるものであります。 

 以上、平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第６号）のうち、農林振興課所管分に

ついてご説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し

上げます。以上でございます。 

○委員長（高橋幸晴） ありがとうございました。 

  説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、どうぞお願いいたします。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） この融資実行機関ということで、秋田おばこ農業組合等って書いて

ありますけれども、この「等」というのは業者も含まれているのか、それ１つ確認した

いと思いますし、それから全体的にこの５億６，８００万円の予算ですけれども、大体
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借入れの見込みをどれくらいの数字で考えているのか、まずこの２つ教えていただきた

いと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） 冨岡委員のご質問にお答え申し上げます。 

  １点目の融資実行機関の秋田おばこ農業協同組合等の部分でございますが、大半の方

は農協借入れだと思いますが、秋田銀行、北都銀行、信用金庫等から借りる場合も融資

対象金融機関とさせていただいております。 

  それから２点目の貸付見込額５億８，０００万のうち、どのくらいの融資を見込んで

おるかということでございますが、現在の予算の段階では県が定めた融資枠の融資実行

見込比率として８０％を見込んだ予算とさせていただいております。以上でございます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 個人で最高が５００万というような金額になってますけれども、例

えば農家といっても大きい人から小さい人いっぱいおるわけでございますけれども、例

えば少ない１町歩くらいしかない人でも、その５００万というのは可能なのか、それま

ず１つお聞きしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

  個人の融資限度額はご指摘いただいた通り５００万円でございますが、借入れの際に

は平成２６年産米の作付の主食用米にかかわる部分の上限が１０アール当たり３万円と

いう上限ございますので、それに主食用米の面積を乗じたものが融資限度額の上限にな

ります。基本的にはそこだと思いますが、もしくは実際に今年の米を農協等の出荷業者

に出荷した際の数量でも計算されますが、一般的には１０アール当たり３万円というも

のが上限として考えられますので、１ヘクタールに主食用米を植えられた方であります

と、実は１０アール分は控除されます、要するに飯米扱いという考え方ございますので、

９反部分掛ける３万円ということで２７万円が借入れの上限額となるものであります。 

○委員長（高橋幸晴） 冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 農家といっても様々な農家ありまして、かなり借入れが多い農家も

あると思いますけれども、例えば５００万とか１千万借りている農家、そういう方に対

してもこの制度を活用していくのか、その辺もひとつお伺いしたいと思います。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 
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○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

  この資金については、つなぎ資金という性格はございますが、実際の借入れ、融資に

あたっては保証期間の補償ということで一旦ひとつの審査があります。また、金融機関

において個人の債務状況等ありますので貸付する、出来る出来ないの判断は金融機関の

方で判断されますので経営状況によっては受けられない方もいらっしゃる可能性はござ

います。 

○委員長（高橋幸晴） 冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） この償還ですけれども、３年以内となってますけれども、例えば３

分の１ずつ返還していくもののような決まりになっていくのか、その辺の返還の仕方に

ついてもひとつお尋ねしたいんですけれども。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

  償還につきましては、原則最初の設定は３年ですので１１月末を、３年ですので２９

年の１１月３０日が最終償還期限になりまして、年１回償還で１１月末に３回償還する

ということでございます。ただ、途中で繰り上げ償還ということは可能でありますので、

１年目、２年目の１１月等で全額償還するということは可能であります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） 今年の米の概算金の金額が大幅に減ったということで、こういう

政策というのは本当に対処療法のひとつだというふうに思うんだけども、要はこれから

の稲作づくりをなんとしていくつもりなのかということがなければ、来年もこういうよ

うな資金の貸し付け、利子補給していくとかっていうパターンで毎年同じような話が出

てきて、これ借りる人だって結局返さねばできねんだよな。５００万借りる、１００万

借りる、いずれ返さねばいけねんだ。返さねねっていうことは、来年でも再来年でもま

た同じようなパターンなって結局生活費が苦しくなるからまた借りねねっていうパター

ンなれば、もう農家なば借金まみれになっていくんでねが、こういう対処療法も必要だ

と思うんだけども、やはり米の値段を上げるという、農家の手取りを上げていくという

ような方策に気持ちを変えていがねば、いつまで経っても同じ話になってきて農家はま

すます赤が増えていくというようなパターンにもなりかねねと思うんだっしよな。そこ

らへんをこれから、来年以降、再来年、で最終的に３０年になれば減反廃止というパタ

ーンの米政策出てきている中で、なんとして大仙市の稲作守っていくのよというのが見
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えなければ、おそらく今回の概算金支払いの金額ではとてもやっていけねという農家が、

おそらく稲作辞めるという人方がかなり増えてくると思うんだっしよ。その後なんとす

るのが、大仙市の農業せばなんとしてもっていくのやという、そういうことがなければ

これからの農業をやる、要するに百姓やるというような若い人は当然出てくなくなる、

そうすれば大仙市の農業みんな辞めるのかというような方向にもなりかねねし、この前

創造懇話会の話聞いても、あの人方元気賞もらった人方なもんだから稲作中心というよ

りも、もともと複合の方に力を入れている人方だから、あの人方は米の値段がある程度

下がっても恐らくまま
・ ・

くっていけると思うんだけども、しからば他の、稲作中心で他の

複合やってるという方々は大変な事態だと思うんだっしよな。今日こうやるああやると

いうようなあれはでてこないと思うけども、大仙市としてこの稲作なんとして守ってい

くか、なんとしてやっぱりある程度再生産できるような価格体系作っていくのかという

のが、やっぱりきちっとある程度の、行政としてももちろんだし、農業団体としてもも

ちろんだと思うけれども、でなければこれ本当大変なことになっていくんでねがなとい

う、かなりの危機感もった対応をしてもらいたいということだっしな。今回のこの融資

補助というやつも借りる人ってそんたにいねんでねがなって、結局返さねねんだがら。

そういうパターンなれば、県も同じようにやってることなんだけれども、これを借りる

人が本当に１人、２人で６００万のお金使わねったっていいってなった時に、来年もま

たせば同じようなこういう利子補給していくのかどうか、来年もやるという方向で考え

ているのかどうか。それ以外に別の方向で考えていくのかどうか、そこら辺はなんと市

として考えているのか教えていただければ。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木農林商工部長。 

○農林商工部長（佐々木誠治） １０月３日に記者会見でお話するということで、お手元

に資料をお届けしてますけれども、まずはセーフティネットの構築、来年から認定農業

者でないとならし対策には加入できないということなので、その掘り起こしを早くしな

いと、ということとあわせましてこれまで減反政策の中で稲作の機械への助成といいま

すか、そこらへんほとんどありませんでしたので、その辺の制度的なものを来年度構築

したいということで今、これからですけれども検討していくというような段階です。 

  利子補給につきましては、いずれ農協さんの方への販売もありますので、かなり努力

してもらわないと仮渡金、今８千５百円ですけれども、これからによってはまだ増える

可能性もありますけれども今の米の余り状況をみますとあまり期待できないというよう
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なことでございますけれども、いずれ県、あるいはＪＡさんとの協調がありますので、

今後いろいろな面で検討はしていく必要があるかと思います。以上です。 

○委員長（高橋幸晴） よろしいでしょうか。はい、武田委員。 

○１４番（武田 隆） いずれ常識的に、この稲作、米の値段を上げるという方法はでて

こないと思うんだけれども、例えば来年あたり利子補給じゃなくて、少しける
・ ・

というパ

ターンも考えていがねば、これは俺必要になってくるんでねがなと、国でどういう政策

だすか分かんないんだけども、やっぱり大仙市として、この米どころとして米を守って

いくんだというような、本当にそういう危機感を持っているんだとすれば、俺は市とし

てじぇんこ
・ ・ ・ ・

出すと、けで
・ ・

やるというような方向も政策の一つでねがなというふうに思う

んだけども、そこら辺はこれからの内部の会議とか、我々との会議の中で決まっていく

ことだと思うけれども、そこまで煮詰まった政策を打っていただけなければ、おそらく

米農家大半あど辞めるというパターンになっていくんじゃないかと、それが一番我々か

らすれば危機感を感じるところだから、な
・

がら
・ ・

まぢな
・ ・ ・

政策よりも本当に思い切った政策

でドーンとやって農家を育てていくというか、辞める農家を減らしていくというか、そ

ういうパターンにしなければ、大仙市ねったっていぐなるんでねがという感じを、将来

的にね、あと経済的に、例えば誘致企業が来るなんてねえし、やはり農業を基幹として

生きていがねばできね、この地域の特性なんだがら、農業に対しては本当に思い切った

政策を打っていただきたいというふうに思ってます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 数字的なことで、ちょっとお聞きしますけれども、大仙市の米の数

量といいますか、大体何トンくらいで、６０キロの何俵くらいが大仙市で収穫になるも

のだがと、逆にその今年の落ち分、金額で大体どれくらいになるのかお尋ねしたいんで

すけど。 

○委員長（高橋幸晴） 今野農林振興課長。 

○農林振興課長（今野功成） お答え申し上げます。 

  大仙市の水田面積は約１万８，５００ヘクタールですので、主食用米は今年１万３０

０ヘクタールくらいであります。そこに今年概算金で１俵３千円落ちておりますので、

主食用米の販売だけを見ますと市内で約３５億円の減収になります。概算金の下落分だ

けであります。あと、その市内のトンで申しますと約６万トン、１０アール当たり５８

５キロが大仙市の平均反収でございますので、１ヘクタール当たり０．６トンですので
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約６万トン強の生産数量でございます。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 討論なしと認めます。 

お諮りします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

○委員長（高橋幸晴） 以上で、当委員会に審査付託となりました事件の審査は、すべて

終了いたしました。 

なお、本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長

にご一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

 

○委員長（高橋幸晴） これで、本日予定の議案審査はすべて終了いたしましたが、みな

さまご承知のとおり、２０１４年産米の概算金が過去最低の８千５百円となりました。

これを受け、県では無利子融資制度を創設し、本市では先ほどの補正予算でもあったと

おり協調助成を行うなどの対策が図られております。 

つきましては、本市議会としても、農家の資金繰りを支援し経営維持に役立ててもら

うため、米価下落に伴う緊急の対応策を国に求めることについて、皆様方からご協議を

いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議なしと認めます。 

つぎに、意見書の案文について、ご協議をお願いいたします。 



- 11 - 

          （事務局資料配布） 

○委員長（高橋幸晴） ただいま配布いたしました意見書案についてご意見等ありません

か。はい、冨岡委員。 

○１番（冨岡喜芳） 最終的に決まるの３月しけが、いつだっけ。額ハッキリ、１，５０

０円とかって決まってらども、その価格の決定の時期ってあるっしべ、何月に大体わが

るっけ。 

○委員長（高橋幸晴） 佐々木農林商工部長。 

○農林商工部長（佐々木誠治） ６月に支払われますので、４月以降になります。 

○委員長（高橋幸晴） ほかにございませんか。よろしいでしょうか、この案で。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） 特にないようでございますので、この意見書案のとおりといたし

ます。 

ただいまの意見書案の同意を受けまして、会議規則第１４条第２項の規定により委員

会として意見書を議長に提出したいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高橋幸晴） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

以上で、日程はすべて終了いたしました。 

これを持ちまして、企画産業常任委員会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

          午前１１時０７分 閉  会 
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